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令和５年度第２回横浜市保健医療協議会会議録 

日  時 令和６年１月16日（火）18時00分～19時00分 

開催場所 オンライン開催 

出 席 者 

石川ベンジャミン光一委員、稲田健委員、叶谷由佳委員、田原恵委員、 

伏見清秀委員、宮城悦子委員、山本龍生委員、石内亮委員、齊藤悦子委員、 

佐伯隆史委員、坂本悟委員、下尾直子委員、白川敏雄委員、辻村陽子委員、 

戸塚武和委員、中村雅一委員、松井住仁委員、溝呂木啓之委員、吉田直人委員 

欠 席 者 八亀忠勝委員 

開催形態 公開（傍聴者０人） 

議  題 議 題 

よこはま保健医療プラン2024原案（案）について【資料１】 

決定事項 よこはま保健医療プラン2024原案（案）について、部分的な修正は会長に一任

し、協議会として横浜市長へ答申することとした。 

議  事 １ 開会（定足数、傍聴人の報告、議事録の作成、局長あいさつ） 

 

２ 議 題 

よこはま保健医療プラン2024原案（案）について【資料１】 

※ページ数は全て「よこはま保健医療プラン2024原案（案）」の下段ページ数 

（事務局丸山医療政策課長）［議題について説明］ 

（伏見会長）ただいまの事務局からの説明について、質問・意見等ある方は挙手

をお願いします。 

（石川委員）部会で保健医療プランの策定にも関わった経緯も含めて、コメント

と報告をさせていただきます。今回のよこはま保健医療プランについては、見た

目としてデジタルフレンドリー、コンピューターフレンドリーと言いますか、こ

れまでのＡ４版冊子体を印刷するものではなく、電子会議等で使いやすい横長の

見やすい資料を作っていただいたことは非常に大きな変化だと思っています。18

ページに①～⑤とありますが、特に３・４・５・６章のような具体的な対策に関

しては、これまでも背景と施策をきちんと書いていただいていましたが、それぞ

れの疾患事業に対して、現状と課題をデータに基づいて分析をしたうえで、横浜

市として目指す姿を具体的にどのような施策として位置付けるかを丁寧に書かれ

ていて、都道府県の医療計画でもまとめきれないようなところまで書いていただ

くとともに、市民目線からも分かりやすい資料になっていると思っています。事

務局が質の良いたたき台を作成してくれたとともに、各関係団体等から細かなご

指摘をいただいてこのプランが出来たと考えています。まだまだ行き届かないと

ころがあるかもしれませんが、47都道府県が作成するような地域医療計画等と遜

色がない、かつ市民に寄り添った目線での資料になっていると思いますので、こ

のプランを活用しながら、今後の保健医療提供体制の改善に努めていただければ
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素晴らしいのではないかと思っています。できれば今後もブラッシュアップして

いくことと、公教育の場であるとか、高校教育くらいからは知識として伝わって

いくような体制を考えていただけると、保健医療プランがこの場だけではなくて

広がっていくことができると思っています。 

（事務局高橋医療政策部長）石川委員のおっしゃるとおり、今回のプランについ

ては体裁をかなり変えて作成し、詳細なデータは資料編として補完する形としま

した。これで完成形とは思っていません。この後、このプランを更に高めていく

努力・工夫が必要だと思っています。ありがとうございました。 

（伏見会長）近隣の都道府県に見てもらってもいいかもしれませんね。他に御意

見等ありますでしょうか。 

（松井委員）病床の数は非常に難しくて、医療局が必死になってやっていただ

き、当初よりもかなり減っているということで、これが実際の数に近いと思って

います。病床はかなり余っていますので、それを埋めていけばいいかなというこ

とと、最低これくらいかなと思っていましたので、有難いなと思っています。 

それから働き方改革ですが、前に働き方改革の県の会議で言ったのですが、ア

フター５は自由なはずです。勤労の義務には勤労の権利が入っていて、働く権利

があります。それを働いてはいけないというのはおかしいと思います。病院を経

営している立場として、時間外労働の上限規制への対応を進めていますが、個人

的にはもう少し自由があっていいのでは、憲法がそうなっているのではないかと

思います。 

 また25ページの死亡の場所について、多くの人が自宅で亡くなりたいというこ

とで、横浜は自宅で亡くなっている方がかなり多いです。全国に比べて、個人の

希望に沿った生き方ができているのではないかと思っています。 

 さらに64ページの感染症対策ですが、毒性が強いもの、デルタ株の時のような

感染が強いときは、強制的なやり方が必要だと思いますが、オミクロン株になっ

て毒性が強くなくなったときには、行政の導きや締め付けは必要ないのではない

かと思います。臨機応変、ダイナミックに対応してよいと思います。 

（事務局大庭地域医療部長）病床の設定については、横浜市にあたっては、７方

面別に様々な方々に御協力いただいて議論してきました。その中でいただいた御

示唆や色々な指標を合理的に絡み合わせた結果、今回は902床ということで、これ

を６年間かけて整備していきたいということで、皆様の合意をいただいていると

ころです。これはあくまで計画ですので、しっかり形になるよう取り組んでまい

りたいと思いますので、皆様方のご協力をお願いします。 

働き方改革についても言及がありましたが、働くにあたっては、効率的効果的

な働き方ができるようなサポートをしていきたいと思いますし、そのために、医

療ＤＸや医師のタスクシェア・タスクシフトを含めて様々な観点からサポートし

たいと思いますので、こちらについても、皆様方からご意見、ご指導をいただけ
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ればと思っております。ありがとうございました。 

（事務局赤松健康安全部健康危機管理担当部長）感染症の対応については、保健

医療プランの中で感染症法に規定されます予防計画として位置付けています。コ

ロナの対策は３年以上に渡り先生方に大変ご協力いただいていますが、こういっ

た対策を踏まえて病原性に合わせて様々な情報提供も含めて関連する団体も含め

た役割分担等について記載しています。ご意見ありがとうございました。 

（伏見会長）他に御意見・御質問等ありますでしょうか。 

（叶谷委員）23ページの医療従事者等の確保・要請について、医療従事者の育成

と確保は今後も課題になっていますので、引き続き支援する施策がとられている

とのことで、ぜひお願いしたいと思っています。 

 また、採用や確保はもちろん大事ですが、看護職は特に定着促進対策が重要だ

と思います。徐々に若い人たちの人口が少なくなってくることで限界も出てくる

ので、定着促進の対策も必要だと思っています。潜在看護師から復職への効果的

な施策を今までとられてないので、定着促進も検討いただきたいと思います。看

護補助者も確保するのに苦労されていますので、国も動いていますが、処遇改善

のベストプラクティスを共有するですとか、また優秀な看護師であればあるほど

知識をつけたいというキャリアップに意欲が出てきますので、認定・専門・特定

行為ということでキャリアップの方法も様々出てきていますので、そういうよう

な支援も考えていくと医師のタスクシフト・タスクシェアにも繋がるのではない

かと思ったので、検討いただけると嬉しいです。 

質問ですが、35ページの③がん検診再勧奨の実施の目標数について、現状が4.2

万人ですが、３年後と６年度の目標値が大幅に高くなっているので、何か根拠が

あって実現可能だと考えていらっしゃるのでしょうか。 

また47ページの①メンタルヘルス普及啓発、専門職のスキルアップの人材育成

研修受講者数もかなり目標値が増えているので、何を根拠に目標を立てたのでし

ょうか。 

最後に47ページの⑤のソフト救急とはどのようなことでしょうか。 

（事務局古賀がん・疾病対策課長）がん検診再勧奨の実施の現状値は、まだ再勧

奨ができていないため現在再勧奨している人数の記載ですが、今後システムを導

入して確実に勧奨していく予定のため、実現可能と考えた数値を記載していま

す。 

（事務局中村精神保健福祉課長）メンタルヘルスの普及啓発については、現状値

2021年はコロナ禍で研修が少なかった時期の数値です。現在はオンラインの研修

を少しずつ増やしていたり、その他研修を企画していることもあり、その数を積

み上げて目標値を設定しています。 

 ソフト救急については、精神科救急の二次救急の中で、自傷疑いとまではいか

ないまでも精神状態が悪い方の医療の提供先の相談窓口になっています。 
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（事務局大庭地域医療部長）看護師の育成・定着に向けては、看護師の処遇改善

ややりがいについて、各研修等を通して自分の成長が実感できるような工夫が必

要だと思っています。現場での努力も必要ですが、看護師が退職しない具体的な

努力について、実際に良い事例を持っている現場の皆さんから情報をいただき共

有しながら具体的な取組を進めていきたいと思っています。 

（伏見会長）他に御意見・御質問等ありますでしょうか。 

（下尾委員）94・95ページの医療的ケア児・者支援や障害者への保健医療という

部分について、「地域の生活がしやすいように支援を増進します」と記載があり

ますが、専門家の方々の研修は多く取り組まれていると思いますし非常に必要な

ことですが、それに加えて、一般市民への理解をどのように引き上げていくかと

いう視点が必要だと思っています。その点について特別に考えていることはあり

ますでしょうか。 

（事務局大庭地域医療部長）多くの方々にご理解をいただくことは非常に大きい

テーマだと考えています。医療的ケア児・者への支援については、医療局のほか

こども青少年局、健康福祉局、教育委員会事務局と連携を取りながら４局合同で

進めています。小さいお子様から学童期、青少年期とそれぞれのフェーズを各局

で担当しており、フェーズごとにご理解いただけるよう工夫しながら取り組んで

まいります。また当事者の皆様からご意見をいただくこともヒントになると思っ

ておりますので、総合的に取り組んでまいります。 

（下尾委員）受診しやすい環境や地域で生活しやすい環境というのは一般市民の

理解に一番かかってくると思っていますので、専門職の方々の研修に加えて、駅

員さんやコンビニの店員さんたちの研修等についても、何か動きが出てくると良

いと思っています。このプランの中にもどこかに取り入れてくださればいいなと

思いました。 

（伏見会長）他に御意見・御質問等ありますでしょうか。 

（戸塚委員）2040年に向けての病床整備、働き方改革、タスクシフト、DXの進

展、新興感染症の予防計画、それらが全て網羅されていて、パブリックコメント

を経て、非常に分かりやすい良いものが出来たと思い、感心しました。 

１月１日の能登半島地震で日本中が大混乱となっていますが、災害時における

医療について、改めて他人事ではなく自分のこととして感じました。日を追うご

とに被害の全容が明らかになってきましたが、横浜市医師会としても、万全の体

制で日本医師会、神奈川県医師会、行政関係者と綿密な連携を取りながら対応し

ていきます。１月９日には神奈川県医師会の臨時会長会が開かれ、JMATのチーム

を２月から長期に何回も派遣することについて正式に依頼されました。横浜市医

師会のJMAT医師派遣調整本部を立ち上げ、これから対応したいと思っています。

応募者もかなりいて、貢献できると思っています。関係各位と綿密な連携を取り

ながら対応していきますので、ぜひお力添えをお願いしたいと思います。横浜市
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と横浜市医師会との契約では、震度６以上の地震が起きた時には全面的に活動を

開始するということで、災害医療マニュアルを再度確認して考えているところで

す。今後30年以内に70％の確率で首都直下型地震が起きることを他人事のように

考えていましたが、今回の地震を見聞きし、目の覚めるような思いで災害医療に

ついて勉強したいと思っています。 

（佐伯委員）46ページの精神疾患について、目指すべき姿の中で地域平均生活日

数が現状では331.7日、2029年には331.5日とあまり変わっていない印象がありま

す。精神疾患の場合、時々入院した方が地域で定着する面ではいいのかなと思う

部分もあり、このような目標だと思いますが、実際どうなのかというところと、

あと精神疾患病床について横浜市ではどれぐらいが適正なのかとかいうようなこ

とがあまり議論されてない感じもします。世界的な状況を見て日本では横浜市で

はどれぐらいの病床数が妥当なのかとかいうような議論もあったらいいと考えて

いるところですがいかがでしょうか。 

（事務局中村精神保健福祉課長）精神病床退院患者における地域平均生活日数で

すが、331.5日という数値は県の保健医療計画と同じ数値にしており、国の策定指

針に基づいて設定した数値です。横浜市独自に設定することも検討しましたが、

横浜市独自の患者数を集計するツールがない中で、県と同じ考え方で設定しまし

た。 

 また横浜市内の病床数の適正数についてですが、精神科は県域で一つの医療圏

とし全体で病床数を管理しています。県域の中でもばらつきがあり、横浜市でど

れぐらいが適正なのかと思うところはありますが、現状の仕組みの中では、県域

で設定している中で、現状値が適正なのかを引き続き検討していきます。 

（事務局高橋医療政策部長）先程、叶谷委員からご質問いただいたソフト救急に

ついてですが、本人や家族、関係機関からの相談によるものをソフト救急と呼ん

でいます。これに対してハード救急があり、自傷や他者に危害を加える恐れがあ

り、警察官に保護され警察官から通報があったものをハード救急と区分けをして

います。 

（伏見会長）他に御意見・御質問等ありますでしょうか。 

（石内委員）146ページの認知症疾病対策の項目で、認知症サポート医とは具体的

にどういうような活動をするドクターでしょうか。また人数が187人と書いてあり

ますが、これは計画的に増やしていくのか、区ごとに何人ぐらい置いていくと

か、人口何人あたりに何人置いていくなどの目標値があるかどうか教えてくださ

い。 

（事務局吉原高齢在宅支援課長）認知症サポート医とは、地域の中でかかりつけ

医等に認知症について助言をしたり、支援したりする立ち位置の医師のこといい

ます。国の研修を受けた後、サポート医として登録をして、地域のかかりつけ医

の支援をします。年々、サポート医の研修を受けていただく医師の数が増えてい
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きますので、計画上で設定をしています。 

（伏見会長）他に御意見・御質問等ありますでしょうか。 

（松井委員）医療従事者の確保について、看護助手が少ないと話がありました

が、介護では３年間実績があると介護福祉士の試験を受けることができますが、

病院では看護助手の実績が何年あっても介護福祉士の試験を受けることができな

かったと思うので、調べていただきたい。 

（伏見会長）事務局にて対応をお願いします。 

（伏見会長）他に御意見・御質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。

多くの御意見いただきありがとうございました。非常に分かりやすいものができ

たというコメントが多かったと思います。次の段階はきちんと実行に移していく

ということと、評価の視点が重要だと思います。そこに沿ってきちんと評価して

いくということと評価視点については今後改善や追加する余地もあるかと思いま

すので、引き続き検討していただきたいと思います。それでは部分的な修正につ

いては会長に一任いただき、当協議会として横浜市長への答申を行いたいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

（委員）［異議なし］ 

（伏見会長）ありがとうございました。それでは当協議会の会長名で横浜市長に

答申を行います。本日予定した議題は以上になりますが、事務局から発言等あり

ましたらお願いします。 

（事務局丸山医療政策課長）本日は臨時開催ということで、お忙しい中ご参加

いただきありがとうございました。また貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございました。 
今後、皆様に御審議いただいた原案を横浜市長へ答申し、２月には市会で議

員の皆様に議論いただく予定です。無事、議決に至りましたら、３月に策定と

いう運びになります。改めまして、この間の御協力、誠にありがとうございま

した。来年度以降のプランの推進にあたりましても、引き続きどうぞよろしく

お願いいたします。  
最後に、次回の保健医療協議会の開催について、第３回は、２月 19 日

（月）18時 30分から開催させていただく予定です。 

 

（伏見会長）［閉会のあいさつ］ 

資  料 

 

・資料１  ：よこはま保健医療プラン策定検討部会の検討状況及びよこはま保

健医療プラン2024原案（案）について 

・別添資料１：よこはま保健医療プラン2024 素案に関するパブリックコメントの

実施結果 

・別添資料２：よこはま保健医療プラン2024 原案（案） 

・別添資料３：よこはま保健医療プラン2024 素案からの修正箇所一覧 
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